
企 業 の み な さ ま 本 学 共 創 成 果

・企業の健康サービスや社員健康管理について、マーケティング、行動変容、データ解

析などの研究手法を用いて分析・助言します。

・リアルワールドデータ（ＲＷＤ）※を活用した、医薬品・医療機器・アプリなどの評

価や社員の健康管理方法の検証を得意としています。

・受託共同研究、共同研究講座、寄附講座、アドバイザーなど。

・研究費+事務経費（研究費の30％）が必要となります。

　※詳しくは、下記Webサイトをご覧ください。

 ・ 売 上 U P の ヒ ン ト を 掴 み た い

 ・ デ ー タ を 採 り た い

 ・ エ ビ デ ン ス が 欲 し い

税制度メリット

 ・ デ ー タ の 専 門 家

 ・ デ ー タ 取 得 企 画 ・ 解 析

 ・ 行 動 変 容 を 促 す 提 案

社 会 的 価 値 の 創 造

（ 事 業 サ ー ビ ス ）

　 〇 特 別 試 験 研 究 費 税 額 控 除 制 度

 　   大 学 と の 共 同 研 究 及 び 委 託 研 究 等 に 要 し た 試 験 研 究 費 の 額 に 一 定 の 控 除 率 （ 2 0 % 、 2 5 % 、 3 0 % ）

　    を 乗 じ て 計 算 し た 金 額 を 、 当 該 事 業 年 度 の 法 人 税 額 か ら 控 除 で き る 制 度 で す 。

　 〇 法 人 が 寄 附 し た 場 合 の 税 制 上 の 優 遇 措 置

　    法 人 税 法 上 の 全 額 損 金 算 入 を 認 め ら れ る 寄 附 金 ( 法 人 税 法 3 7 条 3 項 2 号 ) と な り ま す 。

      法 人 の 所 得 か ら 控 除 さ れ 、 税 法 上 の 優 遇 措 置 を 受 け る こ と が で き ま す 。

新 た な ウ ェ ル ネ ス 事 業 を

お 考 え の 企 業 の 方 へ

大学のリソースを使って、

 サービスをより魅力的にしませんか？

大学のリソースを使って、

 サービスをより魅力的にしませんか？

[ 問 い 合 わ せ 先 ]  

事 務 局 教 務 課 研 究 支 援 室

E - m a i l : k e n k y u @ s - s p h . a c . j p

本 学 W e b サ イ ト は こ ち ら

～産学連携による社会的価値の共創～

■方法・費用

× ＝

■大学リソース

例えば、

静 岡 S P H

※日常の臨床現場等から得られる患者等のデータの総称



項目 内容

名称

・当該共同研究講座における研究の内容を示す名称を付します。

・当該共同研究講座の設置の申込み者から申出があったときには、当

該者が明らかになるような字句を付すことができます。

存続期間 原則として、２年以上５年以下です（更新することができます。）

知的財産権の取扱い 原則として、共有です（共同研究契約等に基づきます。）

教員の構成

・１人の担当教員を置き（教授、准教授、講師又は助教相当者）、特

定教員又は特任教員とします。

・民間からの申出があったときは、出向契約に基づき、在籍出向とし

て受け入れることができます。

・他に、本学専任の教員が担当教員を兼務することができます。

項目 内容

名称

・当該寄附講座における教育研究の内容を示す名称を付することがで

きます。

・寄附者から申出があったときには、当該者が明らかになるような字

句を付することができます。

存続期間 原則として、３年以上５年以下です（更新することができます。）

知的財産権の取扱い
寄附講座教員の発明に関する特許権等の取扱いについては、本学職員

の職務発明等に関する規程の定めるところによります。

教員の構成
１人（教授又は准教授に相当する者）及びその他の教員を置き、特定

教員とします。

■「共同研究講座」って何ですか？

■「寄附講座」って何ですか？

　企業が組織として自社のリソース（研究員、試料等）を大学に持ち込

み、大学と共同で長期的な研究を行います。

　企業の寄附趣旨に沿った教育研究を行います。


